
◎市民税・県民税申告書の提出には、個人番号（マイナンバー）の記載+本人確認書類（番号確認書類及び身元確認書類）の提示又は写しの添付が必要です。

【本人確認書類の例】（①又は②） ①マイナンバーカード ②通知カード及び運転免許証（公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カード、障害者手帳等）

令和５年度分 市民税・県民税申告書記載例（１）～（３）の順で記入してください。（氏名欄・所得金額が記入できたら裏面へ。）

（２）所得金額を求めます。（令和４年1月～12月について）

１．あなたの得た収入が、下記の「○所得の種類」のどれに該当するか

確認します。

２．それぞれの所得ごとに収入金額から所得金額に読み替える計算式が

ありますので、それによりあなたの所得金額を算出し、収入金額・所

得金額それぞれを申告書第一表の「１ 収入金額等」「２ 所得金額」

の該当する欄に記入してください。

○所得の種類 （太字は計算式）

 

（1）－1,200,000

（1）×75％－375,000

（1）×85％－785,000

（1）×95％－1,555,000

（1）－700,000

（1）×75％－375,000

（1）×85％－785,000

（1）×95％－1,555,000

公的年金等の所得金額の計算式

その年中の公的年金等の

収入金額の合計（1）
雑所得（公的年金等）金額

昭和26年1月2日
以降生まれ
（65歳未満）

～1,299,999

1,300,000　～　4,099,999

4,100,000　～　7,699,999

7,700,000　～

昭和26年1月1日
以前生まれ
（65歳以上）

～　3,299,999

3,300,000　～　4,099,999

4,100,000　～7,699,999

7,700,000　～

⑪総合譲渡所得・一時所得 必要書類：支払調書など（第二表 10欄に記入）

●総合譲渡 土地建物、並びに株式などの有価証券（ゴルフ会員権を除く）以外の資

産を譲渡したことによる所得

（保有期間が 5年を超える場合は長期譲渡、5年以下は短期譲渡）

（長期譲渡）｛総収入金額－（取得費＋譲渡費用）－特別控除額（50 万円）｝×1/2

（短期譲渡） 総収入金額－（取得費＋譲渡費用）－特別控除額（50 万円）

●一時 払込者本人が受ける満期保険金、賞金、競輪・競馬の払戻し金などの所得

{総収入金額－収入を得るために支出した費用－特別控除額（50 万円）}×1/2

事業所得 必要書類：収支内訳書（第二表 7欄に記入でも可）

①営業所得 卸売業・小売業・製造業・運送業・サービス業などの個

人営業による所得、医師・内職・検針人・保険の外交員などの自由

業による所得

②農業所得 農産物の生産、家畜類の育成による所得

総収入金額－必要経費－専従者控除額

（専従者控除がある人は第二表 11欄にも記入してください）

【本庄太郎さんの収入の状況】

●令和４年中に得た収入

事業収入（売上 120 万円、必要経費 65万円）

給与収入（源泉徴収票がなく 1年間の総収入が 174 万円）

１．最初に所得の内容を申告書第二表 7欄及び 6欄に記入します。

２．次に上記１．で記入した所得の内容を申告書第一表の「1 収入金額等」の欄に

転記していきます。

３．最後に、所得を求める計算式に当てはめ、所得の計算を行います。これを申告書

第一表の「２ 所得金額」の欄に記入します。以上で所得金額の記入は終わりです。

事業所得：1,200,000-650,000＝550,000（所得金額）

給与所得：1,740,000÷4＝435,000 435,000×2.4＋100,000＝1,144,000（所得金額）

⇒つづいて、所得控除金額を求めます。（詳細については裏面へ）

【本庄太郎さんの控除の状況】

●令和４年中に支払ったもの

社会保険料関係

（国民健康保険税 20万円、国民年金 15万円）

生命保険料関係

（旧一般生命保険 6万円、新個人年金 8万円、介護医療保険 5万円）

●家族構成

妻：花子（昭和 46 年 2 月 2 日生まれ、パート収入 85万円）

長女：桃子（平成 12年 3月 1日生まれ、下宿先の東京へ仕送りをしている）

長男：次郎（平成 19年 4月 1日生まれ）

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀﾛｳ

（１） 住所、氏名、生年月日、電話番号、個人番号欄に記入

してください。

③不動産所得 必要書類：収支内訳書（第二表 7欄に記入でも可）

地代・家賃などの不動産の貸付による所得

総収入金額－必要経費

200,000

※参考資料

1,740,000

事業 小売業 1,200,000 650,000

10,000 18 160,000
10,000 12 120,000
10,000 18 180,000
10,000 18 180,000
10,000 15 150,000
10,000 15 150,000
10,000 7 70,000
10,000 15 150,000
10,000 15 150,000
10,000 20 200,000
10,000 11 110,000
10,000 12 120,000

本庄市△△△△△

○○建設

２２－××××

事業所得・不動産所得は収支内訳書（収入、必

要経費、所得金額を記入する書類）の提出が必

要となります。

本庄 太郎

本庄市本庄３－５－３

1,200,000

550,000

1,144,000

1,694,000
350,000

70,000

45

２５－△△△△

小売業、建設業

昭 40年 1月 1日

1,740,000
60,000

２５６８２０９８△△△△

８７ ２９ ５１ ７６ △△△△

350,000

80,000
50,000

１５５ ６６９ ０８ △ △ △ △

９ ６５２ １５ ４３ △ △ △ △

④利子所得 国外で支払われる預金等の利子など国内で源泉徴収され

ないものや、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定

の基礎となった株主等が支払を受けるものなどによる所得

収入金額＝利子所得の金額

450,000

本庄花子

本庄桃子

本庄次郎

別居

同居 子

子

平成 1９年 4月 1日

昭和 45年 2月 2日

平成 1２年 3月 1日

国民健康保険税 200,000
国民年金 150,000

1,630,000

※令和４年中とは、令和４年１月１日から１２月３１

日までの期間を指します。

330,000

1,630,000

単位：円

給与収入の所得金額の計算式 単位：円

⑥給与所得 必要書類：源泉徴収票（ない場合は、第二表 6欄に記入）

給与や俸給、賃金、賞与などによる所得

右下の「給与収入の所得金額の計算式」参照

⑤配当所得 必要書類：配当などの年間取引報告書、支払通知書など

（第二表 8欄に記入）

株式などの剰余金の配当、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資

信託以外の投資信託などの収益分配による所得

収入金額－株式等を取得するための負債の利子

雑所得 必要書類：公的年金の源泉徴収票、支払調書など

⑦公的年金等 公的年金による所得

⑧業務 事業ではない原稿料、印税、講演料及びシルバー人材センタ

ーからの分配金などの所得

⑨その他の雑所得 生命保険契約に基づく個人年金、互助年金などの

他、⑦⑧以外のものによる所得

公的年金等：右下の「公的年金等の所得金額の計算式」参照

公的年金等以外：総収入金額－必要経費（公的年金以外の雑所

得がある人は第二表 9欄にも記入してください）

430,000


